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国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
よ

り
、
所
得
税
が
減
額
と
な
り
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
額
を
所
得
税
か

ら
引
き
切
れ
な
か
っ
た
人
は
申
告
が

必
要
で
す
。
申
告
に
よ
り
翌
年
度
の

住
民
税
（
所
得
割
）
か
ら
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�

　

平
成　

年
分
以
降
の
所
得
税
か
ら

21

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

方
で
、
平
成　

年
か
ら　

年
ま
で
、

11

18

ま
た
は　

年
か
ら　

年
ま
で
に
入
居

21

25

し
た
人

�
�
�
�
�

　
「
町
民
税
県
民
税
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
毎
年
３

月　

日
ま
で
に
市
町
村
へ
提
出
し
て

15
く
だ
さ
い
。

▽
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
人

　

…
源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
て
平
泉

　
　

町
へ
提
出

▽
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

　

…
確
定
申
告
書
と
と
も
に
税
務
署

　
　

へ
提
出

�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
度
か
ら
平
成　

年
度
ま

22

35

で
の
各
年
度
分
の
個
人
住
民
税

�
�
�
�
�

�
�
�
�

　

納
税
者
本
人
ま
た
は
そ
の
控
除

対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
に
、
障

害
者
や
寝
た
き
り
高
齢
者
な
ど
が

い
る
場
合
に
は
、
障
害
者
控
除
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�

①
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、

　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
な

　

ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

②
６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
状
態

　

で
、
食
事
や
排
せ
つ
な
ど
に
支

　

障
が
あ
る
状
態
の
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

　

を
受
け
て
い
な
い
が
、
精
神
ま

　

た
は
身
体
に
障
が
い
の
あ
る　
65

　

歳
以
上
の
人
で
、
そ
の
障
が
い

　

の
程
度
が
療
育
手
帳
や
身
体
障

　

害
者
手
帳
の
交
付
さ
れ
る
要
件

　

に
準
じ
る
人

※
②
、
③
は
介
護
保
険
認
定
者

�
�
�
�
�

　

①
の
人
は
申
告
の
際
に
手
帳
等

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

②
、
③
の
人
は
保
健
セ
ン
タ
ー

に
申
請
し
、
認
定
書
の
交
付
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

�
�
�
�

　

確
定
申
告
の
際
に
、
寝
た
き
り

の
高
齢
者
な
ど
が
使
用
す
る
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
原
則
と
し
て
医
師
の
発

行
す
る
お
む
つ
使
用
証
明
書
が
必

要
で
す
が
、
次
の
対
象
者
に
つ
い

て
は
医
師
の
証
明
書
に
代
え
、
町

が
発
行
す
る
確
認
書
で
控
除
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
お
り
、
お
む
つ
代
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降

の
人

※
初
め
て
医
療
費
控
除
を
受
け
よ

　

う
と
す
る
人
は
、
医
師
の
証
明

　

書
が
必
要
で
す
。

　

障
害
者
控
除
、
お
む
つ
代
の
医

療
費
控
除
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�

保
健
セ
ン
タ
ー�
　

―
５
５
７
１

46
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役場２階201会議室肉用牛・乳用牛生産者２月９日（火）
〃肉用牛・乳用牛生産者　　10日（水）
〃肉用牛・乳用牛生産者　　12日（金）
〃１・３区　　15日（月）
〃　　２区　　16日（火）
〃４・５区　　17日（水）
〃　　６区　　18日（木）
〃　　７区　　19日（金）
〃　　８区　　22日（月）
〃　　９区　　23日（火）
〃　　10区　　24日（水）
〃　　11区　　25日（木）
〃　　12区　　26日（金）
〃　　13区３月１日（月）
〃　　14区　　２日（火）
〃　　15区　　３日（水）
〃　　16区　　４日（木）
〃　　17区　　５日（金）
〃　　18区　　８日（月）
〃　　19区　　９日（火）
〃　　20区　　10日（水）
〃　　21区　　11日（木）
〃　全地区　　12日（金）
〃　全地区　　15日（月）

�������	８：30～12：00、13：00～15：30
�������	９：00～12：00、13：00～終了時
　皆さんのご協力をお願いします。また農業所得を含めたすべての事
業所得の計算方法が収支計算となったため、申告時間が長引くことが
予想されます。給与所得者で還付申告をする人は、一関税務署で申告
した方が待ち時間が少ないです。
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団
長
訓
示
に
引
き
続
き
、
団
員
の
定

例
表
彰
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

表
彰
さ
れ
た
方
々
は
次
の
通
り
で

す
。（
敬
称
略
）

�
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�	


�
�
�
�

��

�
�
（
第
１
分
団
）��
�
�
（
同
）�

�
�
�
（
同
）�
�
�
（
第
２
分
団
）

�
�
�
（
第
３
分
団
）��
�
�
（
第

５
分
団
）��
�
�
�
（
第
６
分
団
）

　
�
�
�
�
�
�
��
�
	


�
�

��

�
�
�
（
第
２
分
団
）��
�
�
（
第

５
分
団
）�
�
�
�
（
同
）�
�
�

実
戦
さ
な
が
ら
の
消
防
訓
練
が
繰
り

広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

訓
練
終
了
後
に
は
、
町
営
中
尊
寺

第
２
駐
車
場
と
平
泉
文
化
史
館
の
両

会
場
で
、
町
消
防
団
の
出
初
式
が
開

か
れ
ま
し
た
。 
観
閲 
や
町
長
告
辞
、

か
ん
え
つ

�
（
同
）�
�
�
�
（
同
）�
�
�

�
（
第
６
分
団
）�
�
�
�
（
第
７

分
団
）�
�
�
（
第
９
分
団
）�
�

�
�
（
同
）�
�
�
�
（
同
）

�
�
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�

�
�
（　

区
）�
�
�
�
（　

区
）
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「
文
化
財
防
火
デ
ー
」に
ち
な
ん
で

１
月　

日
、
毛
越
寺
と
中
尊
寺
で
文

24

化
財
防
火
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
午
前
８
時　

分
、毛
越
寺
厨
房
で

40

火
災
が
発
生
。
ま
た
午
前
９
時　

分
30

に
中
尊
寺
旧
覆
堂
南
側
付
近
で
第
２

火
災
が
発
生
」
と
想
定
し
た
演
習
指

令
が
出
さ
れ
る
と
、
町
消
防
団
、
一

関
西
消
防
署
、
平
泉
分
署
、
町
内
自

主
防
災
会
な
ど
か
ら
約
５
０
０
人
が

出
動
。
機
敏
な
動
作
で
建
物
を
水
幕

で
包
み
、文
化
財
を
運
び
出
す
な
ど
、

出初式で町長の観閲を受ける消防団員＝町営中尊寺第２駐車場

上　実戦さながらの消防訓練＝毛越寺
／左　自主防災会による文化財の運び
出し訓練＝同／右　婦人消防協力隊に
よる分列行進＝町道坂下１号線


